
令和８年度採用 愛知県一般職非常勤職員 

（消費生活相談員 月額）募集について 

 

≪受付期間≫ 令和７年12月19日（金）から令和８年１月16日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日等の休日、年末年始（12/29～1/3）は除く） 
 

≪試 験 日≫ 令和８年１月27日（火） 
 

≪採用予定≫ 令和８年４月１日（水） 

 

１ 採用職種 

（１）消費生活主任相談員 

（２）消費生活相談員 

 

２ 勤務場所 

愛知県消費生活総合センター 

（名古屋市中区三の丸二丁目３番２号） 

 

３ 採用予定人数 

（１）消費生活主任相談員 １名 

（２）消費生活相談員   ５名 

 

４ 業務内容 

（１）消費生活主任相談員 

消費生活相談の受付・処理・集計・分析に関する業務、消費者教育、市町村相談 

支援等に関する事務及び消費生活相談員が行う事務の指導・助言 

（２）消費生活相談員 

消費生活相談の受付・処理・集計・分析に関する業務、消費者教育、市町村相談 

支援等に関する事務 

 

５ 応募の資格等 

職種ごとに、下記に該当する人であって、令和８年４月１日から勤務可能な人 

なお、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人(注１)は応募できません。 

また、採用後は、地方公務員法に基づく一般職の地方公務員となります。 

 

（１）消費生活主任相談員 

下記に該当し、かつ下記に係る実務経験を通算10年以上有する人 

（２）消費生活相談員 

下記に該当する人 

 

 



 

・消費生活相談員資格試験（消費者安全法第10条の３第１項に規定）合格者 

ただし、消費生活専門相談員（独立行政法人国民生活センター認定）、消費生活ア

ドバイザー（一般財団法人日本産業協会認定）又は消費生活コンサルタント（一般

財団法人日本消費者協会認定）のいずれかの資格を有し、平成28年３月31日時点に

おいて、通算して１年以上の実務経験(※１)がある人のうち、次のいずれかに該当

する人は、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなします（以下「消費生活相談員

資格試験みなし合格者」という。）。 

ア 平成23年４月１日から平成28年３月31日までの間に、通算１年以上の実務

経験がある人 

イ 上記アには該当しないが、指定講習(※２)を修了した人 

 ※１ 消費生活相談又はそれに準ずる事務を行った経験年数 

※２ 不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律附則第３条

第２項に規定する内閣総理大臣が指定する者が実施する講習会 

 

（注１）地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人 

・愛知県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな

い人 

 ・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに

加入した人 

 

６ 任用条件 

  会計年度任用の職として任用される一般職非常勤職員となります。 

（１）任用期間 

    採用された年度の末日（令和９年３月31日）までです。 

ただし、能力実証等を経た上で、本人の意思を確認し、４回まで再度の任用をする 

ことがあります。 

なお、県の組織変更により、再度の任用回数が短縮される場合があります。 

（２）勤務時間（参考：令和７年４月１日現在） 

    平日：午前９時から午後５時15分まで（休憩１時間を含む） 

土曜日及び日曜日：午前８時45分から午後５時まで(休憩１時間を含む) 

４週間につき１週間あたり29時間となります。 

（３）勤務形態 

土曜日及び日曜日を含めた週４日勤務で、週休日は毎月指定 

（４）報酬（募集時点での予定額のため、今後変動する可能性があります。） 

ア 消費生活主任相談員 月額 227,800円 

    イ 消費生活相談員   月額 212,500円 

        その他、所定の基準に従い、期末・勤勉手当及び通勤費相当額が加算されます。 

 



 

（５）社会保険 

原則として雇用保険法及び厚生年金保険法の被保険者並びに地方公務員等共済組合 

法（年金を除く）の組合員となります。 

 

７ 受験申込手続き 

（１）申込必要書類 

    必要事項を記入した申込書及び該当資格に応じて下記のいずれかを提出 

 〔消費生活相談員資格試験を受験し合格した人〕 

   ・消費生活相談員資格試験の合格を証するものの写し 

〔消費生活相談員資格試験みなし合格者〕  

  ア 平成23年４月１日から平成28年３月31日までに、通算１年以上の実務経験があ

る人 

・消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資

格を証するものの写し 

・実務経験証明書 

イ 上記アには該当しないが、指定講習を修了した人 

・消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資

格を証するものの写し 

・実務経験証明書 

・指定講習修了証の写し 

（２）提出先  

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課 消費生活相談・消費者教育グループ 

ア 郵送の場合（簡易書留に限る） 

郵便番号 460-8501  所在地記載不要 

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課  

消費生活相談・消費者教育グループ 

イ 持参の場合 

名古屋市中区三の丸二丁目３番２号 愛知県自治センター１階 

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課  

消費生活相談・消費者教育グループ 

（３）受付期間  

令和７年12月19日（金）から令和８年１月16日（金）午後５時30分まで【必着】 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日等の休日、年末年始（12/29～1/3）を除く） 

 

８ 選考試験（面接試験） 

（１）試験日 令和８年１月27日（火） 

      ※面接時間は、令和８年１月20日（火）頃までに郵送にてお知らせします。 

（２）試験場所 愛知県自治センター内 会議室 

         名古屋市中区三の丸二丁目３番２号 

   ※会場周辺には駐車場がありませんので、公共交通機関を利用してください。 

 



９ 合格発表 

  令和８年２月３日（火）頃 受験者全員に合否を通知（郵送）します。 

 

10 採用 

  採用は原則として、令和８年４月１日です。 

  健康診断及び最終意向確認を経て、その結果に基づき採用者を決定します。 

  欠員が生じた場合は、補欠合格者の成績上位者から採用します。 

 

11 その他 

合格者は、令和８年２月下旬以降に愛知三の丸クリニックで実施する健康診断を受診

していただきます（今年度既受診者は除く）。 

 

12 問合せ先 

  愛知県県民文化局県民生活部県民生活課  

消費生活相談・消費者教育グループ 

  電話番号 052-954-6165（ダイヤルイン） ＦＡＸ 052-961-1317 

  メールアドレス kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

試験申込書の記入上の注意 

 

１ 現住所は、寮、アパート等の場合はその名称、室番号まで詳しく記入してください。 

 また、連絡先は、現住所に不在の場合、連絡を受けるのに確実で都合のよい場所を 

 記入してください。 

２ 学歴は、最終学歴を記入してください。 

３ 最終学歴後の経歴は、現在の状況からその前５つまで記入してください。 

４ 裏面に、「応募の動機」を20～25行の範囲で御記入ください。 

 

 

 

試 験 会 場 案 内 図 

 
愛知県自治センター（名古屋市中区三の丸二丁目３番２号） 

  地下鉄名城線 名古屋城駅 ５番出口から西へ徒歩１分 
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